
　

身
体
や
精
神
に
障
害
を
持
つ
人

な
ど
で
、
軽
自
動
車
税
の
減
免
を

受
け
よ
う
と
す
る
人
は
、
５
月
24

日
（
金
）(

納
期
限
前
７
日)

ま
で

に
税
務
課
へ
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

減
免
は
普
通
車
も
含
め
１
人
に

つ
き
１
台
で
す
。
な
お
、
現
在
減

免
を
受
け
て
い
る
人
も
、
毎
年
申

請
が
必
要
で
す
。

◇
申
請
に
必
要
な
も
の

ア
、
本
人
が
軽
自
動
車
を
所
有
し

　

運
転
す
る
場
合…

身
体
障
害
者

手
帳
、
印
か
ん
、
免
許
証
、
自

動
車
検
査
証
（
原
動
機
付
自
転

車
は
除
く
）

イ
、
本
人
が
所
有
す
る
軽
自
動
車

を
、
生
計
を
一
つ
に
す
る
人
が

運
転
す
る
場
合
（
身
体
障
害
者

で
18
歳
未
満
の
人
及
び
精
神
障

害
者
・
知
的
障
害
者
と
生
計
を

一
つ
に
す
る
人
が
所
有
す
る
軽

自
動
車
を
含
む
）…

身
体
障
害

者
手
帳
・
療
育
手
帳
・
精
神
障

害
者
保
健
福
祉
手
帳
、
自
立
支

　

援
医
療
受
給
者
証
、
印
か
ん
、

運
転
す
る
人
の
免
許
証
、
自
動

車
検
査
証

◆
問
い
合
わ
せ　

税
務
課
市
民
税

係
（　
内
線
２
４
９
）
へ

　

本
市
で
は
、
安
全
基
準
に
適
合

し
た
幼
児
２
人
同
乗
用
自
転
車
を

購
入
し
た
子
育
て
家
庭
の
経
済
的

負
担
軽
減
の
た
め
、
購
入
費
用
の

一
部
を
補
助
し
ま
す
。

☆
申
請
は
予
算
の
範
囲
内
で
先
着

順
に
受
付
け
ま
す
。

◇
対
象
と
な
る
自
転
車

　

（
社
）
自
転
車
協
会
ま
た
は
、

　

（
財
）
製
品
安
全
協
会
が
定
め

る
幼
児
２
人
同
乗
用
自
転
車
安

全
基
準
に
適
合
し
、
Ｂ
Ａ
Ａ

マ
ー
ク
ま
た
は
、
Ｓ
Ｇ
マ
ー
ク

が
貼
付
さ
れ
た
自
転
車
。

☆
平
成
25
年
４
月
１
日
以
後
に
購

入
し
た
新
車
で
中
古
車
や
転
売

品
は
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。

☆
補
助
は
１
世
帯
１
台
の
み
で

す
。

◇
補
助
の
対
象
者

・
市
内
に
住
所
を
有
し
、
現
に
居

住
し
て
い
る
こ
と
。

・
申
請
時
に
お
い
て
、
同
一
の
世

帯
で
６
歳
未
満
の
幼
児
２
人
以

上
を
養
育
し
て
い
る
こ
と
。

・
市
税
を
滞
納
し
て
い
な
い
世
帯

で
あ
る
こ
と
。

◇
補
助
金
額

　

購
入
価
格
の
２
分
の
１
（
補
助

上
限
額
２
万
円
、
１
０
０
円
未

満
の
端
数
は
切
捨
て
）

◇
補
助
対
象
経
費

①
安
全
基
準
適
合
幼
児
２
人
同
乗

用
自
転
車
購
入
費

②
自
転
車
と
同
時
購
入
す
る
幼
児

用
座
席
購
入
費
（
①
の
適
合
自

転
車
に
装
着
し
た
も
の
）

◇
申
請
方
法

　

申
請
書
に
つ
ぎ
の
書
類
を
添
付

し
て
地
域
安
全
課
（
市
役
所
５

階
）
窓
口
へ
申
請
し
て
く
だ
さ

い
。

①
領
収
書
（
申
請
者
の
氏
名
、
購

入
品
目
及
び
購
入
日
が
明
記
さ

れ
て
い
る
原
本
）

②
製
造
メ
ー
カ
ー
の
保
証
書
の
写

し(

車
名
、
型
番
、
製
造
番
号
、

保
証
期
間
及
び
、
申
請
者
の
氏

名
、
住
所
な
ど
が
明
記
さ
れ
て

お
り
、
購
入
先
の
わ
か
る
も
の)

◆
申
込
み
・
問
い
合
わ
せ　

地
域

安
全
課
（　
内
線
２
７
２
）
へ

　

４
月
１
日
か
ら
の
妊
娠
届
出
者

に
、
妊
娠
期
間
中
に
使
用
で
き
る

妊
婦
歯
周
病
健
診
無
料
受
診
券
を

発
行
し
て
い
ま
す
。

　

妊
娠
中
は
口
の
中
の
状
態
が
変

化
し
や
す
い
た
め
、
虫
歯
や
歯
周

病
に
か
か
り
や
す
く
、
ま
た
最
近

は
歯
周
病
と
早
産
・
低
体
重
児
と

の
関
係
も
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

ぜ
ひ
健
診
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

◆
申
込
み
・
問
い
合
わ
せ　

健
康

推
進
課
（　
内
線
７
７
７
）
へ

　

ひ
と
り
親
家
庭
な
ど
の
人
を
対

象
に
し
た
就
業
に
関
す
る
悩
み
ご

と
相
談
を
、
ス
マ
イ
ル
セ
ン
タ
ー

の
相
談
員
が
対
応
し
ま
す
。

◇
日
時
・
場
所　

毎
月
第
３
木
曜

日　

９
時
～
12
時　

市
役
所
１

階
１
２
１
会
議
室
ほ
か(

要
予
約)

◇
対
象　

母
子
家
庭
の
母
、
父
子

家
庭
の
父
、
寡
婦

◇
費
用　

無
料

◆
申
込
み
・
問
い
合
わ
せ　

県
ス

マ
イ
ル
セ
ン
タ
ー
（　
０
７
４

　

２―

２
４―

７
６
２
４
）
へ

視 覚 障 害

聴 覚 障 害

平 衡 機 能 障 害

音 声 機 能 障 害

上 肢 不 自 由

下 肢 不 自 由

体 幹 不 自 由

心 臓 機 能 障 害

じ ん 臓 機 能 障 害

呼 吸 器 機 能 障 害

小 腸 の 機 能 障 害

肝 臓 機 能 障 害

知 的 障 害

乳幼時期以
前の非進行
性の脳病変
による運動
機能障害

ヒト免疫不全ウィルス

による免疫機能障害

上肢機能

移動機能

本人が運転

１級～４級

２級・３級

３　級

３級（喉頭摘出に限る）

１級・２級

１級～６級

１級～３級・５級

１級・２級

１級～６級

１級・３級

〃

〃

〃

〃

１級～３級

〃

本人以外が運転

１級～４級

２級・３級

３　級

１級・２級

１級～３級

１級～３級

１級・２級

１級～３級

１級・３級

〃

〃

〃

〃

１級～３級

〃

療育手帳Ａ

障 害 の 区 分
障 害 の 級 別

ぼ う こ う ま た は
直 腸 の 機 能 障 害

精神障害者保健福祉手
帳をお持ちの人で通院
医療費の公費負担を受
けている人

　　　　　　　１級
(自立支援医療受給者証〈精神通院〉
を受けている人に限る )

お
知
ら
せ

軽
自
動
車
税
の
減
免
申
請
は

５
月
24
日
ま
で
で
す

幼
児
２
人
同
乗
用
自
転
車
の

購
入
費
の
一
部
を
補
助
し
ま
す

妊
婦
歯
周
病
健
診
を

受
け
ま
し
ょ
う

ひ
と
り
親
家
庭
な
ど
の
就
業
相
談

く
ら
し
の

情
報

く
ら
し
の

情
報

６


